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市町村と特定事業者の役割分担・費用分担について
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再商品化委託量の推移（平成26年度）



分別収集・選別保管費用の全国推計結果（管理部門費を含めた場合）

出典：環境省

○ 平成24年度調査（平成22年度実績）の結果、市町村が負担する分別収集・選別
保管費用（管理部門含む）は約2,500億円/年。
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市町村と特定事業者の役割分担・費用分担について
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市町村による選別保管を省略した実証事業フロー

選別一体化の実証研究

○ 分別収集から再商品化までのフローから、市町村による選別保管を省略し、再
商品化事業者側へ直接搬入した場合の費用低減効果、環境負荷低減効果を検証
する。
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鎌倉市の例

宝塚市の例

製品プラスチック回収の例
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社会全体のコストの低減
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○ 環境省が行った市町村に対する一般廃棄物会計に基づくアンケート調査によ
れば、全国の市町村における容器包装廃棄物の分別収集・選別保管費用（管
理部門含む）の平成22年度実績は約2,500億円。

○ 合同会合において、市町村が負担する分別収集・選別保管費用の正確な把握、
合理化に向けた取組とその成果の公表の必要性が強く求められている。

○ そのため、平成24年度に実施した一般廃棄物会計に基づくアンケート調査を、
平成28年度以降、継続的に実施し、市町村の分別収集・選別保管費用の分析
精度を高め、市町村に対して的確な助言、情報提供を行っていく予定である。
市町村におかれては、アンケート調査への御協力をお願いしたい。

○ また、自治体における一般廃棄物処理事業の更なる３Ｒ化・低炭素化の促進
に向けた一般廃棄物会計基準の導入支援として、会計基準に基づく財務書類
作成支援ツールの改定等を実施したところ。

○ さらに、環境省としては、市町村等の負担を低減し、社会全体のコストを合
理化する方策として、市町村とリサイクル事業者の行う選別を一体化する実
証研究や、製品プラスチックの一括回収の実証研究（指定ごみ袋含む）を検
討・実施していく予定であり、実証研究への積極的な参加等の御協力をお願
いしたい。
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～平成26年度廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査（環境省）～
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市町村における使用済みペットボトルの独自処理について①
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使用済みペットボトルの国内処理フレークと海外処理フレークの品質の違い

国内処理フレーク 海外処理フレーク

（出典）環境省調査

（平成24年度廃ペットボトルの海外流出を抑止するた

めの国内循環物量強化方策検討業務の一環として、
委託事業者から提供を受けた海外フレークの写真）

（平成24年10月に国内再商品化事業者
から提供を受けたペレットの写真）

市町村における使用済みペットボトルの独自処理について②
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（出典）ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会

ペットボトルの再資源化量の推移
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基本方針

対 応
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使用済ペットボトル等の再商品化のための
円滑な引き渡し等について

使用済ペットボトル等の分別基準適合物を市町村が指定法人以外の処理事業者に
引き渡す場合、以下のことが必要である。
○ 分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理さ

れていること。
○ 市町村は、このような容器包装廃棄物の処理の状況等については、地域住民に

対する情報提供に努めること。

○ 平成20年６月以降、計４度にわたり基本方針の主旨について各自治体に周知を行っ
た。

○ 平成24年12月に基本方針の主旨を踏まえた対応を行う予定のない自治体名の公表
した。

○ 平成28年度に、廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査
を実施し、基本方針の主旨を踏まえた対応を行っていない自治体名の公表を予定。



指定法人への円滑な引渡し

○ 平成18年の容器包装リサイクル法の改正では、廃ペットボトルの国外への
流出等にかんがみ、容器包装廃棄物の再商品化の円滑な実施に向けた国の
基本方針を明確化し、①市町村は（中略）分別基準適合物を指定法人等に
円滑に引き渡すことが必要であること、②指定法人等に引き渡されない場
合にあっても、市町村は（中略）容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を
期しつつ適正に処理されていることを確認すること、③市町村は、このよ
うな容器包装廃棄物の処理の状況等については、住民への情報提供に努め
る必要があることを定めている。

○ 今後、調査結果を環境省HPへ掲載するとともに、基本方針の主旨を踏まえ
た対応を行っていない自治体については、自治体名の公表を含め、厳格に
対応する予定である。

○ 使用済みペットボトル等の再商品化のための指定法人への円滑な引渡しに
ついて、改めて基本方針の趣旨を踏まえた対応に御協力いただくようお願
いしたい。
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年度

＜想定費用＞
（＝再商品化に見込まれた費用の総額）

＜現に要した費用＞
（＝再商品化に現に要した費用の総額）

再商品化費用の想定に係る基準年

特
定
事
業
者
の
再
商
品
化
費
用
負
担

総
額

1/2
品質向上市町村

単価低減市町村

1/2 の 1/2

1/2 の 1/2

＜各市町村への拠出＞
（＝合理化への寄与度に応じて按分）再商品化費用が

合理化された分

リサイクルの合理化に貢献した市町村への資金拠出制度

による分別収集の質を高め、再商品化の質的向上を促進するとともに、○ 市町村による分別収集の質を高め、再商品化の質的向上を促進するとともに、
容器包装廃棄物のリサイクルに係る社会的コストの効率化を図るため、実際
に要した再商品化費用が想定額を下回った部分のうち、市町村の分別収集に
よる再商品化の合理化への寄与の程度を勘案して、事業者が市町村に資金を
拠出する。

○ 事業者から市町村へ拠出される額については、再商品化費用の効率化に寄与
する要因には、市町村の取組（分別基準適合物の質的向上等）によるものと
事業者の取組（再商品化の高度化等）によるものがあるため、効率化分の２
分の１とされている。
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Aランク Bランク Dランク

容器包装⽐率 ９０％以上 ８５％以上９０％未満 ８５％未満

出典：（公財）日本容器包装リサイクル協会 23

拠出⾦制度施⾏
（２０年４⽉）

第２回資⾦拠出
（２２年９⽉）

第３回資⾦拠出
（２３年９⽉）

第４回資⾦拠出
（２４年９⽉）

第5回資⾦拠出
（２５年９⽉）

第6回資⾦拠出
（２６年９⽉）

拠出金制度導入後のプラスチック製容器包装ベール品質の推移




